
 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規則の一

部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年３月25日 

広島県公安委員会 

委員長 西  野  泰  代   

広島県公安委員会規則第６号 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関す 

る規則の一部を改正する規則 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規則（平

成25年広島県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改

正する。  

改 正 後 改 正 前 

 
（公表する事項） 

第３条 公表対象処分を行ったときに公表する
事項は，次の各号に掲げるとおりとする。 
(１) 認定番号 
(２)～(８) 略 

 
（公表の方法） 

第４条 公安委員会は，公表対象処分を行った
ときは，別記様式による書面（以下「処分簿」
という。）を作成し，当該処分簿の内容を広
島県警察のホームページに掲載することによ
り公表するものとする。 

 
（公表する事項） 

第３条 公表対象処分を行ったときに公表する
事項は，次の各号に掲げるとおりとする。 
(１) 認定証番号 
(２)～(８) 略 

 
（公表の方法） 

第４条 公安委員会は，公表対象処分を行った
ときは，別記様式による書面（以下「処分簿」
という。）を作成し，これを広島県警察本部
庁舎内の閲覧所に備え置くとともに，当該処
分簿の内容を公安委員会のホームページに掲
載することにより公表するものとする。 

   

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改

正する。 

  



 

改 正 後 改 正 前 
  

別記様式（第４条関係） 

 

別記様式（第４条関係） 

 

  

 



 

   附 則 

 この公安委員会規則は、令和６年４月１日から施行する。 


